
 
 
 
 
 

敬⽼福祉乗⾞券【灰色・オレンジの券】 

 

 

公共交通チケット【⻩色の券】（令和７年度のみの販売） 
※本事業は国の物価⾼騰対応重点⽀援地⽅創⽣臨時交付⾦を活⽤して実施する事業です。 

【問合せ先】 浜田市 まちづくり社会教育課 ☎（0855）25－9201 

販売価格と券の種類 
・3,000 円分の乗⾞券を 1,500 円で販売 
・1 冊あたり 100 円券 30 枚綴り、又は 500 円券 6 枚綴り 

利⽤期限 令和 9 年 3 月 31 日まで 

購入できる人 

次の①、②のいずれかに該当する人 
① 昭和 31 年 4 月 1 日以前に⽣まれた人 
② ①以外の人で、次のいずれかの障害者手帳を持っている人 

   ・身体障害者手帳１・2 級 ・療育手帳 A 
   ・精神障害者保健福祉手帳１〜３級 

※人工透析患者・精神障害者通院交通費助成を受けている場合は除く 

購入できる冊数 お住まいの町により 15 冊 又は 20 冊 ※裏⾯をご覧ください。 
利⽤できる交通機関 裏⾯をご覧ください。 
販売場所及び日時  裏⾯をご覧ください。 

申請に必要なもの 

・本人が確認できるもの（保険証など） 
・印鑑（⾃署の場合不要） 

※代理人による申請も可能（別世帯の人が申請される場合は委任状が
必要）※委任者名が⾃署でない場合は押印が必要 

注意事項 ・本⼈名義以外の乗⾞券は使⽤できません。 
・交付した乗⾞券の再発⾏及び払い戻しはできません。 

販売価格と券の種類 
・3,000 円分のチケットを 1,000 円で販売 
・1 冊あたり 100 円券 30 枚綴り 

利⽤期限 令和 8 年 2 月 28 日まで 
購入できる冊数 2 冊まで ※交付申請は 1 度限りです。 
購入できる人 

 敬⽼福祉乗⾞券と同じ。 
利⽤できる交通機関 
販売場所及び日時 
申請に必要なもの 
注意事項 

 



◎販売場所 

 販売場所 販売日 販売時間 

浜
田 

市役所本庁舎 特別販売窓口 開庁日  ※4 月 30 日まで 9:00～17:15 

市役所本庁舎 総合窓口課 開庁日  ※5 月 1 日から 8:30～17:15 

石見まちづくりセンター 平日の開館日  ※4 月 21 日から 9:00～17:00 

長浜まちづくりセンター 平日の開館日  ※4 月 21 日から 9:00～17:00 

周布まちづくりセンター 平日の開館日  ※4 月 21 日から 9:00～17:00 

大麻まちづくりセンター 平日の開館日  ※4 月 21 日から 9:00～17:00 

美川まちづくりセンター 木曜日の開館日  ※4 月 24 日から 9:00～17:00 

国府まちづくりセンター 平日の開館日  ※4 月 21 日から 9:00～17:00 

国府まちづくりセンター 

有福分館 

平日の開館日  ※4 月 21 日から 

(火曜日、金曜日は午前中のみ) 
9:00～17:00 

金
城 

市役所 金城支所 開庁日 8:30～17:15 

各まちづくりセンター 

（雲城を除く） 
平日の開館日 9:00～17:00 

旭 

市役所 旭支所 開庁日 8:30～17:15 

各まちづくりセンター 

（今市を除く） 
平日の開館日 9:00～17:00 

弥
栄 

市役所 弥栄支所 開庁日 8:30～17:15 

杵束まちづくりセンター 平日の開館日 9:00～17:00 

三
隅 

 

市役所 三隅支所 開庁日 8:30～17:15 

各まちづくりセンター 平日の開館日 9:00～17:00 

※まちづくりセンターの臨時休館日等、窓口を臨時休業する場合があります。 

※浜田まちづくりセンターでは販売を行いません。 

 

◎購入できる冊数・・・ 1 年度につき 1 人 15 冊まで 

※ただし、次の地域に住んでいる人は、20 冊まで購入できます。                                                                                                                              

・浜田地域 

  長見町、佐野町、宇津井町、治和町、津摩町、吉地町、西村町、折居町、東平原町、鍋石町 

  櫟田原町、田橋町、横山町、内村町、井野町、上府町、久代町、宇野町、下有福町、大金町 

・金城、旭、弥栄及び三隅地域の全域 

※公共交通チケットはお住まいの地域にかかわらず、1 人 2 冊までです。 

 

◎利用できる交通機関                                                                                                                               

・路線バス（民間バス ※浜田広島間の高速バス全社含む、市生活路線バス） 

・タクシー（市内業者・市内営業所に限る。介護タクシーを含む。） 

・市予約型乗合タクシー、井野っ地号、あいのりタクシー 

※JR(鉄道)ではご利用できません。 

 


